
(注1) 決算期については、月末決算日を前提としています(月末決算日以外については、前月期決算会社に準じます)。
(注2) 上記は、決算期変更等のイレギュラーなケースは前提としていません。
(注3) 四半期決算短信については、上場会社が平成20年4月以降に開始する決算期から採用することを前提としています。
(注4) 通期決算短信サマリー及び四半期決算短信サマリーにおけるXBRL化の対象時期については、新TDnet稼働後（平成20年7月上旬以降）となります。
(注5) 平成20年5月期の通期決算短信については、新TDnet稼働後、XBRL形式での提出も可能です。
(注6) 決算期変更の場合、第4四半期、第5四半期があるケースがありますが、第4、第5四半期決算短信に関しては、XBRL化の対象外です（XBRL形式で

の提出はできません）。

別紙：新TDnetにおける決算期別XBRL化の対象時期一覧

21年12月期21年12月期 第1四半期20年12月期１２月期決算会社

21年11月期21年11月期 第1四半期20年11月期１１月期決算会社

21年10月期21年10月期 第1四半期20年10月期１０月期決算会社

21年9月期21年9月期 第1四半期20年9月期９月期決算会社

21年8月期21年8月期 第1四半期20年8月期８月期決算会社

21年7月期21年7月期 第1四半期20年7月期７月期決算会社

21年6月期21年6月期 第1四半期20年6月期 (注4)６月期決算会社

21年5月期21年5月期 第1四半期21年5月期(注5)５月期決算会社

21年4月期21年4月期 第1四半期21年4月期４月期決算会社

21年3月期21年3月期 第1四半期(注4)21年3月期３月期決算会社

22年2月期22年2月期 第1四半期21年2月期２月期決算会社

20年10月以降、
新様式で提出
される財務諸
表

22年1月期22年1月期 第1四半期21年1月期１月期決算会社

四半期決算短信通期決算短信四半期決算短信(注3)通期決算短信

財務諸表サマリー
決 算 期(注1)、(注2)
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